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概 要  

相撲は，神道との関わりを理由に，土俵上に女性を上げないという姿勢をとっており，それは「伝統」と  

されている。しかし相撲の歴史をひも解いてみると，女性と相撲は古来より密接な関係を保ってきたことが  

明らかになる。宗教・差別・相撲の歴史などの諸側面・諸次元から相撲における「女人禁制の伝統」を批判  

的に検証することによって，「相撲は神道との関わりがあるから女性を排除する」という論理が，明治期以  

降に，相撲界による地位向上などの企図にもとづいて虚構されたものであるという帰結が導き出される。こ  

れは，「性別役割分業」がすぐれて近代的所産（ないし近代における再編強化）であるという社会学あるい  

は女性（史）学の基本仮説を，文化（スポーツ）領域においても実証するものであろう。  

ある。また，現在のような「俵」で仕切られた土  

俵が登場したのは江戸時代のことである。   

しかし相撲の女人禁制の「伝統」が疑われるこ  

とはほとんどない。筆者自身も相撲について研究  

するまでは，15年間相撲に携わり指導も行ってき  

たが，一般的に言われる相撲の女人禁制について  

疑いを持つことはなかった。「国技」「伝統」「神道」  

などと言われてしまうと，信じざるを得ないとい  

うのが正直なところであった。そこで本稿では，  

語り継がれてきた相撲の「女人禁制の伝統」を批  

判的に検証していく。  

はじめに  

平成19年（2007年）9月19日大相撲秋場所11日  

目の一番（「豪風対豪栄道」戟）で一人の女性が  

土俵に上がるという「事件」があり，マス・メディ  

アで大きく取り上げられることとなった。日刊ス  

ポーツは，「7世紀から続く約1400年の大相撲の  

歴史の中で初めて，土俵の女人禁制が破られると  

いうハプニングが起きた」，と書いた。しかし，  

この種の評論は，明らかに疑わしいものである。  

日本の史書に初めて「相撲」という文字が登場す  

るのは采女による女相撲の記事であるし，江戸時  

代には盛んに女相撲が行われていたという事実が  
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場所でも始まったらしい。これに対し，日本相撲  

協会幹部は「神送りの儀式が済んだ後なので，黙  

認している」とコメントしているという2。  

2．神  道   

神道における女人禁制や女性差別の考察にあ  

たって鍵となるのは，その「穣れ」の思想である。  

すなわち，神道の「桟れ思想」では「死」「血」3「出  

産」をそれぞれ「死桟（＝黒不浄）」「血桟（＝赤  

不浄）」「産桟（＝白不浄）」という桟れとみなし，  

忌避する。そのさい，桟れには，触れることで伝  

染するという「触桟観」が古くからあったことか  

ら，黒不浄や赤不浄，自不浄の状態にある人々を  

一定期間隔離するという習慣があった。   

桟れの中で相撲の女人禁制と関わりがあるのは  

赤不浄と白不浄である。地域差はあるが，赤不浄  

や白不浄の状態にある女性を，月小屋や産小屋（産  

屋）と呼ばれる別の住居で一定期間生活させると  

いう習慣が日本に存在していたことはよく知られ  

ている。その月小屋や産小屋に触桟観が密接に関  

わっており，火から桟れがうつると考えられたた  

め，桟れの状態にいる人々とそれ以外の人々で煮  

炊きを別にする必要があったのである。   

こうして，神道における女人禁制や女性差別は  

穣れ思想に基づいていると考えられるが，この穣  

れ思想が日本の歴史において，長期にわたって，  

人々の生活と密接に関わり，影響を及ぼしてきた。  

日本相撲協会は，この神道の桟れ思想を，相撲に  

おける女人禁制の根拠としているのである。  

3．仏  教   

仏教においても神道と同様に，女性差別的な教  

義が多く見られる。なかでも，仏教の女性差別が  

議論される際に必ず登場するのが「血盆教」であ  

る。「血盆教」は，成清弘和や宮田登が述べてい  

るように，明代に中国で成立した偽経であるが，  

我国に室町時代に伝来してから広く深く浸透して  

いった4。仏教における女性差別に，「血盆教」が  

大きく関与していることは疑いない。とはいえ，  

室町時代に日本に伝来したということからは，両  

者の歴史的関連性は比較的浅いと言うこともでき  

るだろう。そこで，「血盆教」成立以前からあった，   

Ⅰ．女人禁制や女性差別の実態   

1．相  撲   

「大相撲は神事に基づき女性は土俵に上げない  

という伝統がある」1，という「日本相撲協会」の  

見解に基づき，土俵の女人禁制の姿勢が維持され  

ている。この禁制は力士のみならず，行司，呼び  

出し，親方など土俵に上がる者全てに適用される。   

相撲における女人禁制が注目され始めたのは，  

昭和53年（1978年）からと思われる。「わんばく  

相撲東京場所荒川区予選（5年生の部）」で準優  

勝した一人の少女が，蔵前国技館での決勝大会へ  

の切符を手にしたものの，日本相撲協会から出場  

を拒否されるということが起こった。これに対し，  

当時の労働省婦人少年局長森山眞弓は，女性差別  

として日本相撲協会に抗議したが受け入れられ  

ず，結局少女が蔵前国技館の土俵を踏むことはな  

かった。そして約10年後の平成2年（1990年）初  

場所を前に，女性初の官房長官となった森山は，  

本場所の優勝力士に土俵上で内閣総理大臣杯を手  

渡したいと日本相撲協会に申し入れたが，これも  

拒否された。平成12年（2000年）全国で始めて女  

性知事となった太田房江も，大阪府知事賞を手渡  

したいと日本相撲協会に申し入れたが，同様に拒  

否された。平成12年は男女共同参画社会基本法が  

施行された年でもあり，とくにインターネット上  

などでは，男女平等を主張する女人禁制反対派と  

“伝統’’を重視する女人禁制賛成派による議論が  

盛んになっていた。   

日本相撲協会は女人禁制の姿勢を貫いてはいる  

ものの，土俵の女人禁制そのものはたびたび脅か  

されている。「豪風対豪栄道」戟の際の出来事は  

先に見たとおりであるが，「名古屋場所」の「恒  

例行事」においても女人禁制が脅かされていると  

言える。これは，千秋楽で，表彰式などが全て終  

了したのちに，観客が土俵に押し寄せて俵を奪い  

合うというものである。「呼び出し」の許可が下  

りると，男女の隔てなく人々が土俵にあがり，ス  

コップなどで俵を掘り，奪い合って持ち帰るよう  

であるが，いつ頃からか「縁起物」とされ，大阪  
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仏教における女性差別の例について検討しておく  

ことが必要である。   

「血盆教」以前の仏教における女性差別的な考  

えとしてとくに有名なものは，「女人五障説」と「変  

成男子（へんじょうなんし）説」であろう。女人  

五障説によれば，梵天，魔王，帝釈天，転輪聖王，  

ブッダの5つの地位には女性は女の体のままでは  

就くことができず，ために女性は成仏せず，死後  

安住の地を見つけることができない。そこで，成  

仏し安住の地を見つけるためには，女性の体から  

男性の体になりさえすれば良い，とするのが変成  

男子説である。鶴岡瑛は「く変成男子〉 など…鳩  

摩羅什の翻訳本には存在しなかった言葉が，六世  

紀頃になって鳩摩羅什本に挿入された」5としてお  

り，女人五障説や変成男子説が経典成立の噴から  

存在していたかは疑わしいが，古来より日本の仏  

教において女性差別的な表現が存在していたこと  

は確かである。仏教においても女性差別的な実態  

があり，「血盆教」は室町時代以降に日本に伝来  

し浸透したものであるが，女人五障説や変成男子  

説は神道の桟れ思想と同等の歴史を持つものであ  

ると言うことができる。   

以上のように相撲が女人禁制をとっており，神  

道に女性差別的な実態があることは確かである  

が，同様に仏教にもまた女性差別的な実態がある  

ことは特記しておかなければならない∩  

のであった。また，現在吊り屋根から垂れている  

四房は四本荘の性質をそのまま受け継いでいる。   

次に土俵上での力士の所作についてであるが，  

力士が土俵上に撒く塩や，力士につけられる力水  

は楔祓のために行われることは広く知られてい  

る。また，四股や躇裾の前に柏手が打たれるが，  

窪寺紘一は，「神事として発した相撲の柏手も，  

ちょうど神社に参拝するときと同じ構えで行われ  

る。したがって，柏手を打つのはたがいに挨拶を  

するためではなく，相手がいるいないにかかわら  

ず，そこに神がいるという観念に基づいてなされ  

る」6，と述べている。土俵上での相手は神社での  

相手からきているのである。   

このように，力士の所作や土俵の様式などの中  

には，神道に由来しているとされるものが数多く  

存在する。   

さて，日本各地には一風変わった「神事相撲」  

と呼ばれる相撲が存在しており，このことも相撲  

が神道と古くから関わりをもってきたとされる際  

の根拠となっているようである。全国各地で行わ  

れている神事相撲の全てを挙げることは困難であ  

るが，最も有名な神事相撲の一つである「一人角  

力」について，新田一郎は次のように述べている。  

「伊予大三島（硯，愛媛県越智郡大三島町）の大  

山砥（おおやまつみ）神社で，旧暦五月五日の御  

田植祭と九月九日の抜穂祭に際しておこなわれて  

いた，『一人角力』の神事がある。現在は技芸の  

継承者がたえてしまっておこなわれていないとい  

うが，愛媛県の無形文化財に指定されていたこの  

神事は，精霊を相手に相撲を取る，したがって実  

際には一人で相撲の所作を演じるという特異な神  

事として，全国的に知られていた。精霊と人間と  

の相撲は三番勝負で，一勝一敗から精霊が勝つ。  

精霊に勝たせ，敬意を表することによって，豊穣  

を祈願するのが，この神事の中心的なモチーフで  

あった」7。「神事相撲」が各地で行われていた，  

または行われていることが，相撲と神道が古くか  

ら関わりがあったとされる所以の一つであること  

は確かである。   

こうして，現在行われている相撲における力士  

Ⅰ．相撲と各宗教の関わり   

1．神  道   

古くから相撲と神道は関わりがあったと日本相  

撲協会が主張するその根拠の部分に関わって，所  

作・様式と神事相撲の2点について検討したい。   

力士の所作や土俵の様式などの中には，神道に  

由来しているとされるものが数多く存在する。ま  

ず土俵まわりについて言えば，現在は土俵の上部  

は吊り屋根になっているが，昭和27年（1952年）  

までは土俵の四隅に四本柱なる柱が立っておりそ  

の上に屋根がおかれていた。川本在には囲色の布  

がそれぞれ巻いてあり，四季と四神獣を表わすも  
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の所作や土俵等の様式が神道に由来しているこ  

と，および神事相撲が各地で行われていた，また  

は行われていることの2点が，相撲と神道が古く  

から関わりをもってきたと相撲界が主張する根拠  

であると考えられる。またこれらから，相撲と神  

道が古くから関わりをもってきたこと自体は疑い  

ない，と言うことができるであろう。  

2．仏  教   

現在大相撲では，初日の前日に土俵の安泰を  

祈って「土俵祭」が開催されている。土俵祭の最  

後には土俵に物を埋めるという儀式が行われるの  

であるが，その内容は次のようである。「土俵の  

中央には，約十五センチ角の穴を掘り，その中に  

『納め物』あるいは『鎮め物』と称するものを納  

める。それらは，勝栗・洗米・昆布・するめ・塩・  

柩（かや）の実などで，いずれも勝負に関係ある  

縁起物であるとともに，古くは正月の正式な食べ  

物であった」8。「『鎮め物』と称する」と述べられ  

ていることから，ただ縁起が良いから埋められる  

のではなく，土俵を鎮めるという目的のためにこ  

の儀式が行われているのでは，と考えられる。   

村山修一は，「仏舎建築物については敷地を浄  

め，四方八方に五宝（瑠璃・珊瑚・垢璃・金・銀  

など）・五香（沈香・白檀香・紫檀香・沙羅香・  

天木香など）・五穀（大麦・小麦・小豆・胡麻・  

稲など）を埋める地鎮の作法がある」9，と述べて  

いるが，地鎮のために物を埋めるこの作法は，土  

俵祭における儀式の由縁なのではなかろうか。土  

俵祭は行司が神官姿になり祝詞を奏上し，会の終  

わりには参会者全員で“お神酒を頂戴する’’など  

神道的要素が強いように見える。しかし土俵祭の  

メインである，物を埋める儀式は仏教の作法に由  

来しており，相撲と仏教との関係を垣間見ること  

ができる。   

次に，相撲と仏教の関わりを検討する際に重要  

なのは，仏教の経典である「妙法蓮華経安楽行品  

第14」である。「云何なるを，菩薩・魔言可薩の親  

近処（しんごんしょ）と名づくるや。菩薩・魔言可  

薩は，国王・王子・大臣・官長に親近せざれ。諸  

の外道・梵志・尼梅子等と，及び世俗の文筆・讃  

詠（うた）の外書（げしょ）を造るものと，及び  

路伽耶陀（ろかやだ）・逆路伽耶陀の者とに近親  

せざれ。亦，諸有（あらゆる），凶戯（たわむれ）・  

相投（うちあい）・相撲と，及び那羅等の種類の  

変現の戯とに親近せざれ」10。   

この「妙法蓮華経安楽行品第14」は特徴的な文  

革になっている。多くの文が「偉大な志を持って  

さとりを求める者は00に親しみ近づかず，かれ  

らと交際せず，かれらに奉仕することはない」と  

いうようになっているのである。「00」にはさ  

まざまな対象が入るが，門馬幸男によれば，その  

ような「妙法蓮華経安楽行品第14」は，「排除（差  

別）のリスト」にほかならない。このリストで対  

象とされている人々を抜き出すと，以下のようで  

ある。「王・王子・王の大臣・王の臣下。他の信  

仰を持つ輩・苦行者・托鉢者・アージーヴァカ教  

徒・ニルグランタ教徒。詩書や諭吉に専念する者。  

世事に関係ある呪文を信奉する人々・ローカーヤ  

タ派の教徒。チャンダーラ・マウシュテイカ・豚  

肉業者・鶏肉業者・狩猟者・屠殺業者・遊芸人・  

詐欺師・相撲取。声聞の乗物をもとめる僧・尼  

僧・男女の信者・婦女子・大家・少女・処女・若  

い女」11。「相撲取」が，「排除（差別）のリスト」  

の中に登場している。   

この項の最後に，室町時代の女力士について見  

ておくと，文禄5年（1596年）刊行の「義残後覚」  

に，ある比丘尼が勧進相撲にたびたび参加してい  

たことがわかる記述がある。「義残後覚」において，  

比丘尼が勧進相撲に登場する場面は次の如くであ  

る。「年のころ二十許なる比丘尼なり。行事，こ  

は異なる人ぞと申ければ，比丘尼申けるは，さん  

候，我は熊野辺の者にて候が，常に若き殿原達の  

相撲を取せ給うを見及候に因て，人々とらせ給ふ  

が浦山しさに，参りて候」12。「義残後覚」に善か  

れている室町時代の女力士の記事には注目すべき  

2つの点がある。1つは，女性が相撲を取ってお  

り，室町時代では相撲は女人禁制ではなかったと  

いうこと，そして2つは，その相撲を取っている  

女性が比丘尼であるということである。   

「妙法蓮華経安楽行品第14」と「義残復党」か   
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文字が登場する例として知られている。相撲は女  

人禁制であるとされるが，その相撲が初めて史書  

に登場する場面が，采女による女相撲であること  

は注目に催する。相撲は場所を選ばずどこでもで  

きるものである。采女も雄略天皇に呼ばれ，その  

場で着替え，その場で相撲をしたようである。そ  

のような特性を持つ相撲を，古来より女性に限っ  

て禁止したとは考え難い。  

2．室町時代   

室町時代の女力士についての記述は，文禄5年  

（1596年）刊行の「義残後覚」に記載があったと  

して，次のように善かれている。   

「或日，立石閲にて出る時，行事申けるは，御  

芝居に相撲は尽申候哉。若（もし）御望の方御座  

候はゞ，只今御出候へ。左あらずば，名乗申候と  

よばゝりければ，出むといふ人一人もなし。かゝ  

る処に，鼠戸よりも，暫く相撲をまち給へ。御望  

の方御座候と中程に，行事，其儀ならば早く御出  

候へと申ければ，出にけり。人々何たるいかめし  

き男なるらむとみる処に，年のころ二十許なる比  

丘尼なり。行事，こは異なる人ぞと申ければ，比  

丘尼申けるは，さん候，我は熊野辺の者にて候が，  

常に若き殿原達の相撲を取せ給うを見及候に因  

て，人々とらせ給ふが浦山しさに，参りて候。似  

合ぬ事にて，歴々の殿原達弁居（なみい）させ給  

へば恥敷こそ候へと申ければ，芝居中是を聞て，  

如何様聞も及ばぬ不思議かな。急ぎ合せ給へとい  

ひければ，立石申けるは，かやうの微弱なる者は，  

十人も廿人も一つまみ宛にすべきに，争（いかで  

か）か某，おとなげなくも取るべきぞ。若（もし）  

小相撲の候はむに，合せ給へとい ひければ，比丘  

尼聞て，いやいやとる程ならば，勧進本にて上相  

撲を出し給え。左なくば取るまじくと申す。見物  

の貴購是を聞て，誠に面白し。立石取れと，一同  

に所望しければ，力なく取にける。拙比丘尼は椎  

子を脱て出けるを，みれば島かるさんをぞ着たり  

ける。行事，相撲を合する時，立石大手をひろげ  

て，やつと云て構へければ，比丘尼，樋（つ）と  

入て仰（あおのけ）に突倒しける」16。この記述  

から，は当時の勧進相撲の様子をうかがうことが  

できる。勧進元の取手に，寄手が挑んでいくとい  

う仕組みであり，芝居17の中からも自由に寄手と  

して相撲に参加できた様子が善かれている。そし  

て先の場面では比丘尼，つまり女性も寄手として  

参加できたことがわかる。草相撲や野相撲ではな  

く，勧進相撲でも室町時代には女性が相撲を取る  

ことができたのである。室町時代の相撲において，  

女人禁制の様子は見ることができない。  

3．江戸時代  

① 女相撲   

資料1は江戸時代の女相撲の様子であり，黄表  

紙に出てくるものである。資料2は勝川春草が描  

いた江戸時代の勧進相撲の様子である。2枚の絵  

の様子は酷似しており，4つの共通点が見られる。  

まず第1は力士の様子であり，裸体にまわし姿で  

資料1「鎌倉山女相撲濫腸」天明5（1785）年  

出典：雄松比良彦『女相撲史論』，京都言商仙居，1983年，  

p．183。  

‾‾「■■丁ぎ        L  
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資料2 「東西土俵入り」天明2（1783）年  

出典：『別冊相撲夏季号相撲浮世絵』，ベースボールマ  

ガジン社，1975年，p．39。   
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ある。第2は土俵の様子であり，天明年間から昭  

和6年（1931年）まで一般的であった二重土俵を  

用いている。第3は四本柱と，柱に巻きつけられ  

た布や付属のもの。第4は土俵の外側に置かれた  

手桶であり，恐らく力水であろう。資料1を見る  

限り，女相撲も神道としての色彩が色濃くあった  

わけである。   

現在の日本相撲協会の前身である「相撲会所」  

は，明和年間（1764～1771年）には制度が整って  

いた18。もし現在の日本相撲協会が主張する禁制  

の理由が真に伝統にあるのなら，たとえ女相撲と  

勧進相撲で異なる土俵を使っていたとしても，女  

相撲を禁止させようとする動きがあってもよいは  

ずである。横山健堂は，女相撲が行われた場所に  

ついて次のように述べている。「明治時代の中頃，  

やはり大角力の本舞董，回向院に於いて女角力の  

興行があり，東北山形願地方に行はれてゐた女角  

力が，角力技術を練習し，純然たる女角力といふ  

新趣味をもって出現した」19。大相撲の本舞台回  

向院は，勧進相撲が行われていた場所である。明  

和5年（1768年）に初めて回向院で勧進相撲が行  

われ，寛政から文化・文政（1789～1830年）にか  

けては主にこの回向院で興行されていたという。  

また天保4年（1833年）冬場所から毎年2回，回  

向院で行われるのが通例となり，以後明治42年  

（1909年）までの76年間ここが走場所となったの  

である20。先の女相撲が行われた「明治時代の中  

頃」と，勧進相撲が行われていた時期は重なるの  

である。つまり，回向院の土俵では同時期に女相  

撲も勧進相撲も行われていたと言える。おそらく，  

同じ土俵をもちいていたのではないかと推測され  

る。そして明治42年（1909年）6月に，回向院境  

内に両国国技館が完成されたのである。女相撲が  

行われたこともある回向院に両国国技館ができた  

ということである。  

（卦 合併相撲   

女性と相撲の関わりの中で特に重要なのが，江  

戸時代に行われていた女性と盲人による合併相撲  

である。合併相撲の様子は当時の黄表紙に善かれ  

ている。「赤沢山の角力取も，人にすぐれて大力  

のあるものゆへ，きつとした役にもたつべきもの，  

角力取にしておくは惜しいことだといつて，これ  

も工夫し，そのかはりに不用なる無能無官の座頭  

を西方と定め，はしばしなぞ切り見世の瘡掻（か  

さか）き女，これはほかに用い方ののきものゆへ，  

これを東方と定め，座頭と女の角力を興行する。  

（見物人）『なるほどこれは尤もだ』又今までは  

晴天十日なれど，これも晴天の時はそれぞれに見  

物も家業（かげう）をつとむるゆへ，その妨げに  

ならぬやふに，これより雨天十日とさだむる。中  

入り後の取組は，目無川に瘡の海，杖が竹に鮫が  

橋，向ふ水に骨がらみ。こいらは見所のある角力  

也。行司は渋団扇をもって立ち合はせる。その形  

馬鹿太鼓のひよつとこの如し。（行司）『さる折介  

さまより，浅草紙一帖鮫が橋にくださる。』（同）『手  

の鳴る方へ手の鳴る方へ』（同）『とらまへて突き  

のめそ』（見物）『なゝふぐりだ。負けるな負けるな』  

（同）『勝負がつかずは，水をかけて引き分けにす  

るがいゝ』（女）『あの子はよつぽど手のある子だ。  

それだからたびたびよく泊りを取った』按摩の三  

二文に切見世の五十文を加へて，札銭は一日八十  

文也。座頭晶眉の見物歯ぎしりをかみ，『それそれ，  

杖のほうへぐつと組めぐつと組め』（座頭）『アゝ  

取つ組んだら，気があじになった』（女）『勤めの  

ときなら，かう組むと百がものはありやす』」21。  

女性と盲人による合併相撲が非常に差別色の濃い  

ものであったことがうかがえる。これに関して横  

山は，「女角力はエロで馨生して，グロで残骸を  

擁してゐるに過ぎない」22，と述べている。   

文中の「手の鳴る方へ手の鳴る方へ」「とらま  

へて突きのめそ」という部分からは盲人を見く  

びったような，差別的な雰囲気が強く伝わってく  

る。醜い様子であり「グロ」と言われる所以でも  

あるように思う。しかし前半部分を見ると「不用  

なる無能無官の座頭」とあり，これは書き手によ  

る部分である。このことから当時の社会全体とし  

て障害者に対する差別が，まかり通っていたよう  

に推測される。相撲の非常に醜悪な様子が窺える  

が，それは相撲に限定したことではなく，当時の  

社会全体に蔓延していた風潮なのであろう。  
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た。これも，稽古なので晶屑の力士を巡った喧嘩  

が起こるとは考えにくく，危険性が低かったため  

に女性も見ることができたのではなかろうか。   

そして明治5年（1872年）には2日日以降女性  

に相撲観戦が開放され，明治10年（1877年）には  

初日以降毎日女性に相撲観戦が開放されるように  

なった。明治に入ると相撲が逆風にさらされるよ  

うになり，相撲界は力士だけでなく観客などの風  

紀取締りにも躍起になった。当然観客同士の喧嘩  

なども明治初期にはほぼ完全になくなっていたと  

推測される。相撲場の安全性が確実になって間も  

なく，女性に相撲観戦が開放されたのである。こ  

のことからも，窪寺，工藤の主張は説得力を持っ  

ているように筆者には思われる。  

4．明治時代以降  

① 連式謹連条例   

違式謹違条例は当時の東京府府知事が発令し  

た，警察が処罰する軽犯罪についての条例である。  

その第25条に「男女相撲井蛇遣ヤ其他醜僅ヲ見ゃ  

物二出ス者」27とあり，これが男女による合併相  

撲が姿を消した直接の原因であると考えられる。  

「醜牒ヲ見ゃ物二出ス者」という部分から，風俗  

取締りが目的であることは間違いないだろう。風  

俗取締りを目的として男女相撲のみが禁止された  

のであり，神道との関わりの面から，相撲界が禁  

止したのでは決してない。また，男女相撲は禁止  

されているが，女相撲は禁止されていない。  

（叡 山形県の新女相撲   

明治15年（1882年），山形県で石山兵四郎は新  

しく興行女相撲を発明した28。人気を博し全国を  

行脚したものの，次第に女性による興行相撲は衰  

退していった。そして昭和31年（1956年）には，  

山形県で発生した力芸に重きをおく女興行相撲は  

幕を降ろしたのである。   

資料3は，明治22年（1889年）に清他人幡神社  

に奉納された，女相撲を描いた絵馬である。神社  

の鳥居をくぐっている様子が描かれており，境内  

に向かって一行が歩いていることから，女相撲の  

興行が行われていたことが推測される。   

資料4は，昭和11年（1936年）に岩手県宮古市  

津軽石の広場で行われた女相撲の写真である。本  

物の土俵とはほど遠い土俵が中央にあり，砂を  

盛っただけの土俵には，四本柱を模した柱に布が  

巻かれている。土俵上には女力士二名と行司一名  

がいる。写真右上に柵のようなものに登って相撲  

を観戦している人が見えるため，物珍しさも加  

わってなかなかの人気があったことが窺われる。   

この2枚の写真は，それぞれ明治22年（1889年）  

と昭和11年（1936年）のものであり，その間には  

47年の開きがある。47年間で決定的に変わったの  

は何か。それは着衣の有無（まわしを除く）であ  

る。着衣無しの女力士の様子が描かれた絵馬が奉  

納された翌年の明治23年に，警視庁による興行停  

止命令があった。しばらく下がって大正15年（1926  

資料3 女相撲の絵馬  

出典：『「歴史街道」七月特別増刊号 相撲なるほど歴  

史学』，PHP研究所，1992年，P．113。  

資料4 女相撲の様子  

出典：亀井好意「女相撲への憧憬」，『別冊東北学vol．7』，  

東北芸術工科大学東北文化研究センター，2004年，  

p．301。  
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年）にも，警視庁が浅草興行の中止命令を出して  

いる。そして，昭和11年の女相撲の様子を示した  

ものが資料4で，着衣である。この47年の途中を  

埋める写真資料が見つからないので，推測以上の  

ものではないが，次のことが考えられる。まず女  

相撲が行われていることは，相撲界にとっては特  

別の関心事ではなかった。そのため，2度の興行  

停止命令は警視庁によって行われた。理由は風紀  

取締りの関係であるとみて間違いない。しかし女  

相撲が着衣によって行われるようになると，女相  

撲の幕が降ろされるまでは停止命令は受けなかっ  

た。脱衣の状態では風紀取り締まりの関係上，停  

止命令を出さざるを得なかったが，着衣によって  

行われるようになると停止命令の必要がなくなっ  

たのである。興行元が違う，行われる場所（土俵）  

が違うなどの事情で，相撲協会は女相撲に関与し  

なかったのかもしれないが，当時協会の目に，女  

相撲ははたしてどのように映っていたことであろ  

うか。  

ある「三度節」に数えられた。全国から集められ  

た「相撲人」が天皇や貴族の前で相撲を行うとい  

うものであるが，宮本徳蔵は相撲節についてこう  

説明する。「当日，親王や公卿をしたがえた天皇  

が紫辰殿のうちに着座すると，左右に分かれた力  

士はひとりずつ呼び出された。かれらは烏帽子を  

かぶって狩衣をまとい，剣を侃いた戦士の姿で  

あった。だが狩衣の下は袴も下着もつけず，素裸  

にフンドシを締めこんでいるのみで，もちろん眈  

である。万屋と呼ばれる支度部屋を出ると，おの  

れの珍妙な恰好に恥じ入るごとく大きな体をちぢ  

めがちに列席の朝臣たちのあいだを歩き，相撲場  

にいたった。そこでは狩衣と剣をもはずしてフン  

ドシひとつになり，相手方と対戦させられた。く  

だくだしい説明をするまでもなく，これは明らか  

に降伏と武装解除を暗示するシンボリックな儀礼  

なのである」29。また和歌森太郎は，「やはり天皇  

を中心にした公地公民の一元的な集権国家を確立  

したその時代に，全国の代表的な相撲人を集めて，  

天皇の前において東日本，西日本の運勢をはかり，  

地方の事情を中央に理解させたり，中央の形態を  

地方に知らしめようとする，そうした中央，地方  

の交流をはかることによって国家の固めを強くし  

ようとした，そういう意図もこの節会相撲には考  

えられなければならないからである」30と述べて  

いる。つまり，地方が中央に対して武装解除や服  

従を示す，そういった中央の意図で生まれ受け継  

がれていった「儀式」が相撲節だったのである。  

相撲を取ることではなく，相撲が行われる場面が  

設けられることに最大の意義があったようであ  

る。相撲は中央の企図によって利用されていたと  

言うことができるであろう。   

こうして，平安時代の相撲は，相撲取が意図す  

るとしないとにかかわらず，中央政権の支配層と  

深い関係を持ち，支配層にとって必要不可欠な存  

在であった。しかし，支配層と関わりを持ってい  

たからといって，当時の相撲取の地位が高かった  

とはいえない。そのことは，支配層が相撲節を催  

した意図からも明らかである。   

平安時代の相撲取は江戸時代以降に見られる職   

Ⅳ．相撲の地位と地位向上のための動き  

相撲には，裸体にまわしのみという姿や，芸能  

としての性質を持ち合わせていたことなどから，  

しばしば停止や禁止などの危機にさらされてきた  

という歴史がある。相撲（取）はそれぞれの時代  

でどのような地位にあったのか，そしてどのよう  

にして危機を乗り切り，また地位の確保・向上の  

ためにいかなる工夫をしてきたのかはあまり知ら  

れていない。   

そこで本節では相撲における最も重要な時代を  

なすであろう「平安時代」「江戸時代」「明治時代」  

のそれぞれについて，相撲（取）の地位と，地位  

の確保・向上のための動きを見ていくこととす  

る。  

1．平安時代   

筆者は，平安時代に行われた「相撲節」こそが  

現在の大相撲の起源であると考える。   

相撲節は弘仁12年（821年）に宮中行事として  

定められ，射礼，騎射とともに宮中の重要儀式で  
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まで『えた』の相撲見物をさせないことを弾左衛  

門に命じ，請証文を呈出させたという」34。相撲  

故実や家筋に関しては，高埜の研究などにより江  

戸時代に「創り上げられた」ものだということが  

わかっている。八王子出入一件の詳細を見る限り，  

江戸時代にはすでに，世間が相撲界の企図に翻弄  

されていることがよくわかる。「えた」は勧進興  

行の検問などの役割を持っていた。相撲（取）は  

「えた」に検問などをされる，つまりは管理され  

る立場だったのだろう。そのような関係から一気  

に形勢を逆転させたのが，「八王子出入一件」論  

争である。   

以上のように，権力者との関わりを持つことに  

加え，「えた」との差別化を図ることにより，江  

戸期の相撲（取）は地位を向上させていった。大  

名や将軍と関わりを持つことによって，地位のい  

わば「絶対的」な向上を図ったとすれば，「えた」  

との差別化においては，「相対的」な地位向上を  

企図したと言ってよいかもしれない。   

さて，女性は，形はさまざまであっても，長い  

間相撲と関わりを持っていた。江戸期には女相撲  

もかなりの人気を博していた。このことは既述の  

通りであり，紛れも無い事実である。しかし，「古  

くからの神道との関わり」という理由によって，  

相撲から女性は排斥されていった。明治の男尊女  

卑の風潮も加わってか，相撲は男性のみによって  

行われる「国技」となった。「えた」に関わって  

の相撲地位向上の一連の動きと，筆者の考える女  

性に関わっての相撲地位向上の一連の動きは酷似  

してはいないだろうか。  

3．明治時代   

明治2年（1869年）の版籍奉還と明治4年の廃  

藩置県により大名勢力は壊滅し，大名によって生  

活を支えられていたお抱え力士は危機的な状況に  

陥った。また，文明開化の趨勢により，相撲自体  

も大きな危機に直面した。しかし，相撲が「国技」  

となったのもまた，明治時代なのである。存続の  

危機に直面しつつも，それを回避し，国技にまで  

上り詰めた明治時代は，相撲にとって非常に重要  

な意味を持つ時代である。  

（手 相撲の地位   

不平等条約である修好通商条約の改正交渉（明  

治5年）において，未だ近代国家ではないという  

理由で条約改正の申し入れを断られたことなども  

あって，日本国家の「近代化」が急務とされるこ  

とになった。そこから，欧米化の動きが強まり，「脱  

亜入欧」を象徴する鹿鳴館が建設されるなどの一  

方で，旧来の風俗文化の改廃が進められていった。  

“裸体で取っ組み合う相撲’’も前近代的なものと  

みなされ，相撲界はその存続が危ぶまれるに至っ  

た。   

先述のように，明治5年（1872年）の違式謹違  

条例によって，男女による合併相撲が姿を消した。  

第22条に，「裸腰又ハ担褐シ或ハ股脛ヲ露ハシ醜  

腰ヲナス者」35と規定されているように，肌の露  

出を極端に禁止したものである。結果的には，違  

式謹道条例によって男性のみによる相撲が禁止さ  

れることはなかったとはいえ，裸体にまわし一つ  

で行われる相撲が，この条例によって窮地に立た  

されたことは否定できない。   

明治10年（1877年）には，相撲は別の危機に直  

面した。勧進相撲興行は，天保4年（1833年）か  

ら回向院で行われるのが慣行となっていた。しか  

し明治10年，内務卿の大久保利通から神社仏閣の  

境内での見世物興行の禁止の布達が出され，回向  

院で勧進相撲興行が行えなくなるという事態が出  

来したのである。ここには注目すべき点が2つあ  

る。まず第1に，明治初頭，相撲はまだ見世物の  

一種とされていた点，そして第2に，古くから神  

道と密接な関わりがある相撲が，境内での興行を  

禁止されかけたという点である。「古くから神道  

との関わり」を持つ相撲が，神社仏閣の境内から  

排除されかねないというのは，まさしく由々しき  

危機的事態であっただろう（相撲界の精力的な交  

渉によって，興行場所に関しては許叶が得られた  

が）。  

（卦 相撲地位向上への動き   

明治16年（1883年），鹿鳴館が完成したことに  

より相撲界の危機はさらに強まると思われたが，  

欧化主義に対する国粋主義の出現や，翌年の明治   
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17年に天覧相撲が行われたことで，禁止論は姿を  

消し，相撲は勢いを取り戻すこととなった。そし  

て，明治42年（1909年），相撲は「国技」となり，  

不動の地位を獲得するのである。   

明治も時代が下がると，欧米諸国から頻繁に貴  

賓が来日するようになり，外国人の目を気にして  

の常設館設置の機運が高まり，かくして国技館が  

完成する。常設館の名称を決定する会議の少し前  

に，江見水蔭によって初興行披露状が善かれてい  

たが，その中に「抑も角力は日本の国技，歴代の  

朝廷之を奨励せられ，相撲節会の盛事は，尚武の  

気を養い来たり」とあり，ここから「相撲＝日本  

の国技」という認識が広まったところから，国技  

館と銘うたれることとなったわけである。国家機  

関が認めたわけではなく，相撲界がいわば自称と  

して揚言したものが瞬く間に広がり，現在でも相  

撲は日本の国技とされるに至っている。相撲界と  

しては，この命名は，相撲の地位を確固たるもの  

にのし上げた大傑作であったということになる。   

このように見てくると，相撲は自らの地位向上  

のために万策を講じることで，困難を乗り越え，  

生き残り，国技という地位を手に入れてきたよう  

に思われる。ちなみに，江戸期の相撲界の動きに  

ついて新田は次のように述べていた。「そもそも  

木戸銭を求める興行を生業とすること自体への卑  

購視ともたたかわなければならないのが，相撲興  

行集団が背負ったきびしい宿命であった。『相撲  

は武道である』とか『朝廷の相撲節の故実を伝え  

る』，『だからその他の興行物とは違う』という含  

意をもった主張は，そうした宿命からのがれよう  

とする相撲興行集団の主張だったのである」36。新  

田のこの見解は，相撲の女人禁制の「伝統」にも  

妥当するように思われる。  

ベき』欲望の対象だからである。初期仏典では，  

断念すべき『欲望の対象』を刃，蛇の頭，毒，熱  

された鉄球，病，腫物，炭火などに誓え，口をき  

わめて罵る。『女性蔑視』的な表現はその一環で  

あって，言わば男性向けの説法のための『必要悪』  

であった」37。また，総合女性史研究会も山岳仏  

教に関して，「『女』の禁止は僧つまり男性の龍山  

と反対に女人禁制に転化したと推測される。女人  

禁制の始まりは，僧の修行の妨げにならないよう  

に，ただ『女』であるから女性を禁制したにほか  

ならない。そして，11世紀以降の『女人の桟れ』  

の確立に対応し，穣れ観をたくみに禁制の論理に  

組み込むのである」38，と指摘している。仏教で  

は修行の妨げになるために，女性と僧とを引き離  

さなければならなかった。そのためには男女の違  

いを利用して，なんらかの形で差別化を図る必要  

があったのだろう。女性を差別するという目的が  

まずあって，その目的達成のために様々な事象が  

後付されていくという構造が見えてくる。  

2．神  道   

第1節で「桟れ」に触れた際に，「一定期間隔  

離するという習慣があった」と述べた。つまり桟  

れは一定期間を過ぎれば解かれるのであり，その  

ことは「黒不竜争」の忌引をイメージすれば理解し  

やすい。黒不浄と同様に，「赤不浄」や「白不浄」  

においても桟れは恒常的なものではなく，一定期  

間に限られていたのではないかと推測される。   

成清がまとめた，赤不浄と自不浄の期間的変遷  

についての資料5が，この推測を裏づけるだろう。  

つまり，女性のみに限定的に関わるとされる赤不  

浄と白不浄の2つの桟れも，恒常的なものではな  

く，もともとは一定期間に限られたものだったの  

である。しかし現代では赤不浄と白不浄は女性が  

生まれ持った特性であり，恒常的に桟れているか  

のような捉え方をされている。つまりもっぱら女  

性のみに関わるとされる2つの桟れは，当初は限  

定された期間の桟れだったが，時代が下がるにつ  

れて何らかの理由によって期間が拡大され，つい  

には恒常的なものと見なされるようになっていっ  

たと思われる。そして赤不浄，自不浄は様々な領  

Ⅴ．女人禁制までの流れ   

1．仏  教   

仏教が女性差別の立場を取った背景を，本庄良  

文はこう分析する。「H家者の大半を占める男性  

にとって，女性は二度と親しむべからざる『憎む  
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あるとされていたことがわかる。もともとは性別  

に関わらず，血は積れているとされていたのであ  

る。   

当初は男女に共通していた血稼が，時代の経過  

と共に月経の際の血に限定されるようになり，血  

稼は女性特有のものへと変わっていった。女性だ  

けを桟れた存在にするために，月経という女性に  

特有の血稼を強調したものと言わざるを得ない。  

3．仏教と神道の共通点   

仏教では修行の妨げになる女性を排除する必要  

性から，女性は稼れているとされた。女性が稼れ  

ているという事実や考え，教えがあったから女性  

を差別したのではなく，女性を差別する必要があ  

るために稼れ観や「血盆経」などが利用されたの  

であろう。神道にも，同様のことが言えよう。稼  

れはもともと時間的にも空間的にも限定されたも  

のであり，後世で言われるような恒常的な稼れで  

はなかった。また血積に関しては，男性にも共通  

する稼れであったのが，時の経過とともに月経の  

みが注目されるようになり，ついには女性特有の  

稼れとされたのである。つまり神道も，原因は必  

ずしも明らかではないものの，女性を差別する必  

要があり，そのために稼れ観が利用され，それが  

少しずつ姿を変えていったのである。繰り返しに  

なるが，稼れていたから差別されたのではなく，  

差別するために稼れなどが創出され利用されて  

いったということであろう。  

4．相  撲   

相撲に関する諸著作・諸研究において，「女人  

禁制」という言葉は限定された場面でしか用いら  

れていないように思われる。それは「相撲は現在  

でもなお女人禁制であるが，その理由は…」とい  

う場面・文脈である。そして，大抵の場合に，神  

道の稼れ観や血盆経が持ち出される。つまり，現  

状と起源とについてしか言及されておらず，その  

間の諸時代に女人禁制があったかどうか，その実  

態はどのようであったか，などには全く触れられ  

ていないのである。本当に相撲は，古くから女人  

禁制を取っていたのだろうか。   

筆者は，明治期に神道の桟れ観を利用して，女   

中  1q   
よ  
lナ  

；A  
u   

資料5 穣れの期間の変遷  

出典：成清弘和『女性と穣れの歴史』，塙書房，2003年，  

p．73。  

域で女人禁制を正当化するための観念として利用  

されるようになったのではないだろうか。   

月経や出産は男性にはない女性に特有のもので  

あるが，先述の通り，赤不浄はもともと月経に限  

定されておらず血全般を対象としていた。当然な  

がら，日常で男性も出血することがありうるわけ  

であり，したがって総合女性史研究会が言うよう  

に，「園韓神祭（そのからかみのまつり）で男性  

官人の『血鼻の稼れ』のため代理をたて，伊勢の  

奉幣では『鼻血』を出した女性官人がはずされた。  

春日祭に内蔵（くら）寮の官人が乱闘のすえ『血  

を出す』ため使者を停止し，藤原忠平は痔の『血  

出づる』ため奉幣してよいかどうかを検討させて  

いる。血械には男性・女性の区別がなく，男性の  

出血も明らかに稼れとされている。月経はもとも  

と血稼の一部にすぎず，血稼も女性に固有ではな  

かった」39，ということになる。引用文中の藤原  

忠平は，880年に生まれ949年に没した平安時代の  

公卿である。つまり平安時代には男性にも血稼が  
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人禁制という「伝統」が虚構された，と考える。  

あるいは，相撲における「女人禁制の伝統」は，  

1400年の歴史を持つとされる相撲にとっては，非  

常に歴史の浅い「伝統」であるといったらよかろ  

うか。神道や仏教の女性差別確立までの流れと同  

様に，相撲も女性を差別する必要があって，その  

理由付けとして桟れ観などが「後付け」されたと  

考えられるのである。   

相撲が女性を差別した理由としては，相撲（取）  

の地位確立という目的がやはり第一に挙げられる  

であろう。江戸時代に行われていた盲人と女性に  

よる合併相撲などの醜悪さは，相撲が地位を確立  

するためには大きな妨げになったはずである。女  

相撲を容認してしまうと，盲人と女性による合併  

相撲の醜悪さが明るみに出てしまう可能性があ  

る。合併相撲の様態は，先にも触れたが，少なか  

らず盲人に対しての民衆の差別的な感情を煽って  

おり，差別を助長する働きがあったと言っても過  

言ではない。この歴史的事実は，生き残りや地位  

向上を図りたい相撲界にとっては，強い逆風で  

あっただろう。相撲界は女人禁制を取ることで，  

人々の意識から“醜悪な相撲’’が消え去ることを  

期待したのではないだろうか。   

また，相撲の地位確立に関して，外国の臼を強  

く意識していたことも忘れてはならない。風見は，  

東京日日新聞に掲載された板垣退助40の談話を引  

いて，「国技館の設立は時勢に応じて出来たもの  

である。維新前，未だ外囲と交通が無かった時は  

兎もかく，今日の如く欧米諸国から貴賓が来るや  

うになり，随て我囲固有の相撲が海外人に見られ  

るやうになっては，如何しても常設館が無くては  

不可ない。玄に於て，古来曾て其の例の無い常設  

館を建てることになったのである」41，と記して  

いる。女性が土俵上で“取っ組み合う’’様子は，  

文明国家のものではないと考えられたのだろう。  

近代化・文明開化を図る日本の視点と相撲界の思  

念が合致したことも，女人禁制が進められた原因  

の一つであろう。また，家制度の制定に集約され  

る男尊女卑の土壌が，相撲の女人禁制を浸透させ  

ていった理由の一角をなすことも疑いない。   

しかし，男尊女卑の土壌など，いかに女人禁制  

が受け入れられやすい風潮があったとしても，女  

相撲を禁止するためには，人々を納得させられる  

だけの（あるいは屈服せざるをえない）明確な理  

由が必要であっただろう。そこで相撲界は，「神  

道との関わり」という錦の御旗を掲げたのではな  

かろうか。神道は桟れ思想により女性を差別する，  

ということは人々に広く知れ渡っていたはずであ  

る。では，相撲の女人禁制の論理に仏教も組み込  

めば良かったのではないか，という想定もありう  

る。しかしこれまで見てきたように，仏教は，そ  

れが仏教本来の教義かどうかはともかく，女性を  

差別するだけではなく，障害者や相撲取をも差別  

する。その点で，相撲界の立場から言えば，仏教  

は「都合の悪い」宗教だったのであろう。   

こうして相撲界は，神道との関わりによる女人  

禁制を「伝統」として，何人も異論を唱えられな  

いような理由を創り上げ，女人禁制を確立した。  

以上が筆者の考える，女相撲禁止と女人禁制の成  

立過程である。   

最後になるが，相撲と神道の関わり自体が明治  

以降につくられたものだとは，筆者は考えていな  

い。相撲と神道との関わり自体は，古くからの伝  

統である。このことに関しては，全く異論はない。  

第2節で述べた伊予大三島の大山砥神社の「一人  

角力」のような，一見風変わりな神事相撲を今も  

なお保存し続けている神社が日本にはいくつかあ  

る。それぞれの故実をひもとく余裕はなかったが，  

各々由緒あるものだろうことは想像に難くない。  

各神社に伝わるそのような故実を，明治以降に相  

撲界が創らせたというのは考えにくい。また，歴  

史は比較的浅いが，塩をまく，四股を踏むなどの  

神道性を帯びた所作は，江戸時代にはすでに始  

まっていたことがわかっている。決して明治以降  

に創られたものではないのである。   

それゆえ，相撲と神道との関わりが長い歴史を  

持つこと自体に疑う余地はなさそうである。しか  

し，神道が持つ女性に対する桟れ思想と，これに  

もとづく女人禁制というものが前面にHてきて，  

相撲に大きな影響を与えたということについで  
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は，それほど古い歴史があるように思えない。相  

撲と神道との関わりは古くからのまさしく「伝統」  

であるが，「相撲は神道との関わりがあるから女  

性を排除する」というような論理は，明治以降に  

相撲界の企図によって虚構されたものであると考  

えられるのである。  

2007年，p．160。  

26 前掲窪寺『日本相撲大鑑』，p．112。  

27 国立公文書館所蔵「違式註違条例」  

28 千葉由香「やまがた女相撲異聞 〈前編〉 興行団・石   

山女相撲の80年」，『別冊東北学vol．6』，東北芸術工科   

大学東北文化研究センター，2003年，p．277。  

29 宮本徳蔵『力士漂泊相撲のアルケオロジー』，小沢   

書店，1985年，p．35。  

30『和歌森太郎著作集第10巻』，弘文堂，1981年，p．253。  

31前掲窪寺『日本相撲大鑑』，p．58。  

32 人の集まる場所で，素人が勝手に寄って集まって行   

う相撲。野相撲，草相撲。  

33 『三田村鳶魚全集15相撲の話 江戸雑録』・中央   

公論者・1976年，p．15。  

34 高埜利彦『近世日本の国家権力と宗教』，東京大学出   

版会，1989年，p．13。  

35 国立公文書館所蔵「違式註違条例」  

36 前掲新田『相撲の歴史』，p．223。  

37 本庄良文「初期仏教は女性をどう見たか」，『季刊仏   

教15差別』所収，法蔵館，1991，p．78。  

38 総合女性史研究会『日本女性の歴史一文化と思想』，   

角川選書，1993年，p．49。  

39 同上，p．47。  

40 板垣退助は当時常設館設立委員長を務めていた。  

41風見明『相撲，国技となる』，大修館書店，2002年，   

p．63。  

（なお，引用文中のルビは，原文にしたがっていない。）  

注   

1鈴木正崇『女人禁制』，吉川弘文館，2002年，p．19。  

2 内館牧子『女はなぜ土俵にあがれないのか』，幻冬社，   

2006年，p．53。  

3 もともとは血全般を赤不浄と見なしていたが，最近   

では女性の月経の際の血のみに限って言われる場合が   

多い。  

4 成清弘和『女性と穣れの歴史』，塙書房，2003年，   

p．148。宮田登『ケガレの民俗史 差別の文化的要因』，   

人文書院，1996年，p．125。  

5 鶴岡瑛『女性と仏教』，朝日新聞社，2003年，p．124。  

6 窪寺紘一『日本相撲大鑑』，新人物往来社，1992年   

p．211。  

7 新田一郎『相撲の歴史』，山川出版社，1994年，p．61。  

8 前掲窪寺『日本相撲大鑑』，p．192。  

9 村山修一『修験・陰陽道と社寺史料』，法蔵館，1997   

年，p．167。  

10 門馬幸男『差別と穣れの宗教研究』，岩田書院，1997   

年，p．30。  

11前掲門馬『差別と穣れの宗教研究』，p．31。  

12 喜多村箱庭『嬉遊笑覧（二）』，岩波書店，2004年 

p．343。  

13 久保田展弘『修験道・実践宗教の世界』，新潮選書，  

1988年，p．140。  

14 山田知子『相撲の民俗史』，東選選書，1996年，p．155。  

15 『日本書紀 上 日本古典文学大系67』，岩波書店，  

1967年，p．488。  

16 前掲喜多村『嬉遊笑覧（二）』，p．343。  

17 勧進の際の見物席のこと。  

18 前掲新田『相撲の歴史』，p．230。  

19 横山健堂『口本相撲史』，冨山房，1943年，p．153。  

20『「歴史街道」七月特別増刊号 相撲なるほど歴史学』，   

PHP研究所，1992年，p．85。  

21山東京伝「玉磨青砥鑓」『新日本古典文学大系85』 

岩波新書，1990年，p．58。  

22 前掲横山『日本相撲史』，p．154。  

23 朝倉無聾『見世物研究』，思文閣出版，1977年，p．64。  

24 前掲窪寺『日本相撲大鑑』，p．112。  

25 工藤隆一『力士はなぜ四股を踏むのか？』，日東書院，  

（吉崎 祥司 旭川校教授）  

（稲野 一彦 札幌市立伏古北小学校教諭）   

86  


